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１
．
は
じ
め
に

　
近
年
、
わ
が
国
に
お
い
て

も
、
あ
る
商
品
を
販
売
す
る

際
に
当
該
販
売
者
等
が
所
定

の
金
額
を
事
前
に
徴
収
す
る

こ
と
と
引
き
換
え
に
、
当
該

商
品
が
故
障
し
た
場
合
の
修

理
サ
ー
ビ
ス
・
交
換
等
（
以

下
、
修
理
サ
ー
ビ
ス
）
を
提

供
す
る
の
を
見
掛
け
る
こ
と

が
多
く
な
っ
た
。
ま
た
、
同

様
に
、
保
険
会
社
以
外
の
者

が
所
定
の
金
額
を
事
前
に
徴

収
す
る
こ
と
と
引
き
換
え

に
、
所
定
の
事
由
が
発
生
し

た
場
合
に
少
額
の
見
舞
金
等

を
交
付
す
る
事
例
も
散
見
さ

れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
そ
も
そ
も
、

保
険
会
社
以
外
の
者
が
、
か

か
る
修
理
サ
ー
ビ
ス
事
業
や

見
舞
金
交
付
事
業
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま

た
、
で
き
る
と
し
て
も
ど
の

程
度
・
範
囲
ま
で
で
き
る
の

か
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
お
ら

ず
、
明
確
と
は
言
い
難
い
。

　
そ
こ
で
、
か
か
る
修
理
サ

ー
ビ
ス
事
業
お
よ
び
見
舞
金

交
付
事
業
と
、
保
険
業
法

（
以
下
、
法
）
第
２
条
第
１

項
に
規
定
す
る
「
保
険
業
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
近
年

の
ノ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
レ
タ
ー

の
回
答
を
整
理
し
な
が
ら
、

検
討
し
て
み
る
こ
と
と
し
た

い
。

　
な
お
、
ノ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン

レ
タ
ー
制
度
（
法
令
適
用
事

前
確
認
手
続
）
と
は
、
民
間

企
業
等
国
民
が
、
そ
の
事
業

活
動
に
関
す
る
具
体
的
行
為

が
特
定
の
法
令
の
規
定
の
適

用
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
、

あ
ら
か
じ
め
当
該
規
定
を
所

管
す
る
行
政
機
関
（
注
１
）

に
確
認
し
、
そ
の
行
政
機
関

が
回
答
を
行
う
と
と
も
に
、

当
該
回
答
を
公
表
す
る
手
続

き
で
あ
る
。

　
本
論
文
に
お
け
る
意
見
に

関
す
る
部
分
は
、
筆
者
の
個

人
的
な
見
解
に
と
ど
ま
り
、

筆
者
の
所
属
し
た
ま
た
は
所

属
し
て
い
る
団
体
の
見
解
を

示
す
も
の
で
は
な
い
点
に
留

意
頂
き
た
い
。

２
．
保
険
業
法
に

お
け
る「
保
険
業
」

の
定
義

　
法
第
２
条
第
１
項
に
よ
る

と
、
「
保
険
業
」
と
は
、
人

の
生
死
に
関
し
一
定
額
の
保

険
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
し

保
険
料
を
収
受
す
る
保
険
、

一
定
の
偶
然
の
事
故
に
よ
っ

て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害

を
て
ん
補
す
る
こ
と
を
約
し

保
険
料
を
収
受
す
る
保
険
そ

の
他
の
保
険
で
、
法
第
３
条

第
４
項
各
号
ま
た
は
第
５
項

各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
引
き

受
け
を
行
う
事
業
を
い
う
と

さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
か
か
る
定
義
に

該
当
す
る
事
業
を
行
う
場
合

は
、
原
則
と
し
て
保
険
業
に

係
る
免
許
を
取
得
す
る
必
要

が
あ
る
（
法
第
３
条
第
１

項
）
。
な
お
、
か
か
る
免
許

を
取
得
し
て
い
な
い
者
が

「
保
険
業
」
を
行
っ
た
場
合

は
、
罰
則
と
し
て
、
３
年
以

下
の
懲
役
も
し
く
は
３
０
０

万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は

そ
れ
ら
が
併
せ
て
科
せ
ら
れ

る
（
法
第
３
１
５
条
第
１

号
）
。

３
．
少
額
短
期
保

険
業
者
向
け
の
総

合
的
な
監
督
指
針

に
お
け
る
基
準

　（
１
）
修
理
サ
ー
ビ
ス
事

業　
前
記
「
保
険
業
」
の
定
義

に
お
け
る
「
損
害
の
て
ん

補
」
と
は
、
典
型
的
に
は
金

銭
給
付
に
よ
り
な
さ
れ
る
も

の
を
想
定
し
て
い
る
が
、
物

品
ま
た
は
役
務
提
供
に
よ
り

な
さ
れ
る
も
の
も
排
除
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
一
定
の
偶
然
の
事
故
に

よ
っ
て
あ
る
製
品
に
不
具
合

が
生
じ
た
場
合
に
、
そ
れ
を

修
理
す
る
こ
と
を
約
し
、
事

前
に
所
定
の
金
額
を
徴
収
す

る
事
業
は
、
前
記
「
保
険

業
」
に
該
当
し
得
る
。

　
も
っ
と
も
、
平
成
18
（
２

０
０
６
）
年
３
月
31
日
付
で

公
表
さ
れ
た
「
少
額
短
期
保

険
業
者
向
け
の
総
合
的
な
監

督
指
針
（
以
下
、
少
短
向
け

監
督
指
針
）
Ⅲ
―
１
―
１
―

（
１
）
（
注
２
）
」
に
お
い

て
は
、
修
理
サ
ー
ビ
ス
の
よ

う
な
役
務
的
な
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
事
業
が
「
保
険

業
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記

載
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
ア
．
本
文
基
準

　「
予
め
事
故
発
生
に
関
わ

ら
ず
金
銭
を
徴
収
し
て
事
故

発
生
時
に
役
務
的
な
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
形
態
に
つ
い

て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
約
定
の
内
容
、
当
該

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
・
方

法
、
従
来
か
ら
当
該
サ
ー
ビ

ス
が
保
険
取
引
と
異
な
る
も

の
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る

か
否
か
、
保
険
業
法
の
規
制

の
趣
旨
等
を
総
合
的
に
勘
案

し
て
保
険
業
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
。
」

　
よ
っ
て
、
修
理
サ
ー
ビ
ス

の
よ
う
な
、
役
務
的
な
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
が

「
保
険
業
」
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
は
、
か
か
る
基
準
に

従
い
具
体
的
事
案
ご
と
に
判

断
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
イ
．
な
お
書
き
基
準

　
な
お
、
前
記
少
短
向
け
監

督
指
針
の
記
載
に
は
、
そ
の

後
に
、
次
の
よ
う
な
な
お
書

き
が
続
い
て
い
る
。

　「
な
お
、
物
の
製
造
販
売

に
付
随
し
て
、
そ
の
顧
客
に

当
該
商
品
の
故
障
時
に
修
理

等
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合

は
、
保
険
業
に
該
当
し
な

い
。
」

　
こ
れ
は
、
文
言
か
ら
す
る

と
、
前
記
少
短
向
け
監
督
指

針
の
記
載
の
本
文
と
は
別
個

の
基
準
を
示
し
た
も
の
で
あ

り
、
物
の
製
造
販
売
に
付
随

し
て
、
当
該
物
の
故
障
時
に

修
理
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
事
業
は
（
本
文
基
準
に

従
っ
て
検
討
す
る
こ
と
を
要

せ
ず
に
）
「
保
険
業
」
に
該

当
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　（
２
）
見
舞
金
交
付
事
業

　
前
記
「
保
険
業
」
の
定
義

に
お
け
る
「
保
険
金
」
お
よ

び
「
損
害
の
て
ん
補
」
は
、

金
額
の
多
寡
に
触
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
故
、
人
の
生
死
に

関
し
て
、
ま
た
は
一
定
の
偶

然
の
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
る

こ
と
の
あ
る
損
害
の
て
ん
補

と
し
て
、
少
額
の
見
舞
金
を

交
付
す
る
こ
と
を
約
し
、
事

前
に
所
定
の
金
額
を
徴
収
す

る
事
業
は
、
前
記
「
保
険

業
」
に
該
当
し
得
る
。

　
も
っ
と
も
、
「
少
短
向
け

監
督
指
針
Ⅲ
―
１
―
１
―

（
１
）
（
注
１
）
」
に
お
い

て
は
、
慶
弔
見
舞
金
等
の
給

付
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

記
載
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　「
一
定
の
人
的
・
社
会
的

関
係
に
基
づ
き
、
慶
弔
見
舞

金
等
の
給
付
を
行
う
こ
と
が

社
会
慣
行
と
し
て
広
く
一
般

に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の

で
、
社
会
通
念
上
そ
の
給
付

金
額
が
妥
当
な
も
の
は
保
険

業
に
は
含
ま
れ
な
い
。
上
記

の
『
社
会
通
念
上
そ
の
給
付

金
額
が
妥
当
な
も
の
』
と

は
、
10
万
円
以
下
と
す

る
。
」

　
よ
っ
て
、
修
理
サ
ー
ビ
ス

（
本
文
基
準
）
同
様
、
見
舞

金
を
交
付
す
る
事
業
が
「
保

険
業
」
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
は
、
か
か
る
基
準
に
従
い

具
体
的
事
案
ご
と
に
判
断
す

る
こ
と
に
な
る
。

４
．
近
年
の
ノ
ー

ア
ク
シ
ョ
ン
レ
タ

ー
の
回
答

　
次
に
、
平
成
21
（
09
）
年

以
降
の
修
理
サ
ー
ビ
ス
事
業

お
よ
び
見
舞
金
交
付
事
業
に

関
す
る
ノ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
レ

タ
ー
の
回
答
を
整
理
し
た
上

で
、
そ
れ
ら
か
ら
読
み
取
れ

る
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
や
疑
問

点
等
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

　（
１
）
修
理
サ
ー
ビ
ス
事

業
に
つ
い
て

　
ア
．
本
文
基
準
関
連

　（
ａ
）
平
成
21
（
09
）
年

７
月
６
日
付
回
答
（
注
２
）

　（
照
会
の
概
要
）

　
照
会
者
に
よ
る
照
会
書

（
注
３
）
に
よ
る
と
、
照
会

者
は
、
Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
サ
ポ
ー

ト
サ
ー
ビ
ス
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
関
す
る
企
画
・
開
発

・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
務

を
営
む
者
で
あ
る
。

　
照
会
者
は
、
新
た
に
、
事

前
に
所
定
の
金
銭
を
受
領
す

る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
照

会
者
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接

続
サ
ー
ビ
ス
へ
の
接
続
機
器

な
ら
び
に
そ
れ
に
接
続
さ
れ

た
顧
客
の
パ
ソ
コ
ン
お
よ
び

同
パ
ソ
コ
ン
に
接
続
さ
れ
た

プ
リ
ン
タ
ー
（
以
下
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
等
）

が
故
障
し
た
場
合
に
、
修
理

サ
ー
ビ
ス
業
務
を
行
う
こ
と

を
検
討
し
て
い
た
。
な
お
、

修
理
依
頼
に
関
す
る
電
話
受

付
業
務
お
よ
び
実
際
の
修
理

業
務
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
専
門
業
者
に
委
託
す
る
と

さ
れ
て
い
た
（
図
表
１
参

照
）
。

　（
回
答
の
概
要
）

　
前
記
照
会
に
対
す
る
回
答

は
、
前
記
「
少
短
向
け
監
督

指
針
Ⅲ
―
１
―
１
―
（
１
）

（
注
２
）
」
の
本
文
基
準
に

従
い
判
断
し
た
結
果
、
「
保

険
業
」
に
該
当
せ
ず
、
法
第

３
条
第
１
項
に
違
反
し
な
い

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
具

体
的
な
理
由
の
概
要
は
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
前
記
「
少
短
向
け

監
督
指
針
Ⅲ
―
１
―
１
―

（
１
）
（
注
２
）
」
の
本
文

基
準
の
う
ち
、
「
当
該
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
約
定
の
内

容
」
に
対
応
し
て
、
本
件
修

理
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
約
定
の

内
容
は
、
も
っ
ぱ
ら
役
務
の

提
供
を
約
す
る
も
の
で
あ

り
、
金
銭
的
な
損
失
て
ん
補

を
約
す
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
同
基
準
の
「
当
該

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
・
方

法
」
に
対
応
し
て
、
本
件
修

理
サ
ー
ビ
ス
は
、
外
部
委
託

先
の
業
者
が
照
会
者
に
対
し

て
定
期
的
な
報
告
義
務
を
負

い
、
照
会
者
の
監
督
下
に
置

か
れ
る
な
ど
、
も
っ
ぱ
ら
外

部
委
託
等
に
よ
り
他
者
に
行

わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
対
象
が

限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
修

理
サ
ー
ビ
ス
は
１
事
故
当
た

り
５
万
円
相
当
を
上
限
と
し

て
い
る
こ
と
等
か
ら
す
る

と
、
照
会
者
の
行
う
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
等

の
提
供
に
密
接
に
関
連
し
付

随
す
る
取
引
と
い
え
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
同
基
準
の
「
従
来
か
ら

当
該
サ
ー
ビ
ス
が
保
険
取
引

と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
認

知
さ
れ
て
い
る
か
否
か
」
に

対
応
し
て
、
家
電
商
品
等
に

係
る
修
理
サ
ー
ビ
ス
は
、
家

電
商
品
等
の
製
造
販
売
に
付

随
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
シ
ス

テ
ム
と
し
て
、
従
来
か
ら
保

険
取
引
と
は
異
な
る
も
の
と

し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
同
基
準
の
「
保

険
業
法
の
規
制
の
趣
旨
等
」

に
対
応
し
て
、
本
件
修
理
サ

ー
ビ
ス
は
、
も
っ
ぱ
ら
役
務

の
提
供
を
約
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、
修
理
サ
ー
ビ
ス
は

１
事
故
当
た
り
５
万
円
相
当

を
上
限
と
し
て
お
り
、
高
額

な
役
務
提
供
を
予
定
し
て
い

な
い
こ
と
等
か
ら
す
る
と
、

責
任
準
備
金
の
積
み
立
て
等

の
保
険
会
社
と
同
様
の
財
務

規
制
に
な
じ
む
も
の
と
は
必

ず
し
も
言
え
ず
、
他
の
保
険

業
法
の
規
制
を
及
ぼ
す
べ
き

特
段
の
事
情
も
見
当
た
ら
な

い
こ
と
も
理
由
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

（
つ
づ
く
）

　（
注
１
）
保
険
業
法
を
所

管
す
る
の
は
金
融
庁
で
あ

る
。

　（
注
２
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０
０
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課
出
向
（
課
長
補

佐
、
法
務
）
、
13
年
～
14
年

Ｃ
ａ
ｔ
ｌ
ｉ
ｎ
出
向

（
U
K
，L
o
n
d
o
n
：

現
Ｘ
Ｌ

　
Ｃ
ａ
ｔ
ｌ
ｉ
ｎ
）

（
L
e
g
a
l 

f
o
r 

U
n
d
e
r
w
r
i
t
i

n
g 

a
n
d 

C
l
a
i

m
s
）

修
理
サ
ー
ビ
ス
と
見
舞
金
交
付
事
業
の
保
険
業
該
当
性

～
近
年
の
ノ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
レ
タ
ー
回
答
を
踏
ま
え
て
～

弁
護
士
法
人
中
央
総
合
法
律
事
務
所

弁
護
士
　
稲
田
　
行
祐 第 1 回

（図表１）

照会者 顧客

専門業者

業務委託
修理サービス業務
（保険業？）

インターネット接続サービス等



（第 3 種郵便物認可） （ 6 ）2 0 1 5 年（平成 2 7 年）6 月 1 1 日（木曜日）

　（
ｂ
）
平
成
24
（
12
）
年

５
月
14
日
付
回
答
（
注
４
）

　（
照
会
の
概
要
）

　
照
会
者
に
よ
る
照
会
書

（
注
５
）
に
よ
る
と
、
照
会

者
は
、
電
化
製
品
の
小
売
販

売
事
業
者
か
ら
の
委
託
を
受

け
て
、
当
該
事
業
者
が
消
費

者
に
販
売
し
た
電
化
製
品
の

修
理
ま
た
は
同
等
の
金
額
の

電
化
製
品
の
提
供
を
行
う
事

業
を
「
商
品
延
長
保
証
サ
ー

ビ
ス
」
と
し
て
実
施
し
て
い

る
者
で
あ
る
。

　
照
会
者
は
、
新
た
に
照
会

者
自
身
が
商
品
延
長
保
証
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
小
売
販

売
事
業
者
は
か
か
る
照
会
者

の
商
品
延
長
保
証
サ
ー
ビ
ス

と
い
う
商
品
を
販
売
代
理
店

と
し
て
購
入
者
に
対
し
て
提

供
・
販
売
す
る
販
売
代
理
店

方
式
の
ス
キ
ー
ム
を
実
施
す

る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た

（
図
表
２
参
照
）
。

　（
回
答
の
概
要
）

　
前
記
照
会
に
対
す
る
回
答

は
、
前
記
「
少
短
向
け
監
督

指
針
Ⅲ
―
１
―
１
―
（
１
）

（
注
２
）
」
の
本
文
基
準
に

従
い
判
断
し
た
結
果
（
注

６
）
、
「
保
険
業
」
に
該
当

し
な
い
と
は
い
え
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的

な
理
由
の
概
要
は
、
次
の
通

り
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
照
会
者
が
小
売
販

売
事
業
者
か
ら
修
理
業
務
や

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
業
務
を
受

託
す
る
の
で
は
な
く
、
照
会

者
自
身
が
商
品
購
入
者
に
対

し
て
直
接
に
延
長
保
証
の
義

務
を
負
う
主
体
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

　
次
に
、
小
売
販
売
事
業
者

等
、
商
品
購
入
者
に
対
し
て

民
事
法
上
の
責
任
を
負
担
す

る
者
が
、
顧
客
サ
ー
ビ
ス
の

一
環
と
し
て
、
こ
う
し
た
責

任
を
契
約
に
よ
り
拡
張
し
て

負
担
す
る
も
の
と
は
異
な

り
、
こ
う
し
た
責
任
を
負
う

べ
き
立
場
に
な
い
第
三
者
で

あ
る
照
会
者
が
、
契
約
に
よ

り
商
品
購
入
者
か
ら
商
品
の

自
然
故
障
リ
ス
ク
の
み
を
引

き
受
け
、
代
理
店
モ
デ
ル
に

よ
り
引
受
数
を
拡
大
し
て
、

リ
ス
ク
を
集
合
的
に
管
理
す

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
本
件

業
務
の
よ
う
な
仕
組
み
は
、

保
険
取
引
と
異
な
る
も
の
と

し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

　
ま
た
、
多
数
の
参
加
者
か

ら
の
リ
ス
ク
を
集
積
し
集
合

的
に
管
理
す
る
こ
と
で
各
参

加
者
の
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る

仕
組
み
の
組
成
者
に
つ
い
て

は
、
当
該
仕
組
み
の
適
切
性

と
履
行
の
確
実
性
を
担
保
す

る
た
め
、
履
行
金
額
や
参
加

者
の
人
的
・
社
会
的
関
係
等

に
照
ら
し
て
規
制
の
必
要
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
な

事
情
が
な
い
限
り
、
参
加
者

の
保
護
の
た
め
に
勧
誘
行
為

を
含
む
業
務
の
適
切
性
と
財

務
の
健
全
性
に
つ

き
当
局
の
監
督
に

服
す
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
保
険
業

法
の
規
制
の
趣
旨

に
照
ら
し
、
代
理

店
網
を
構
築
し
て

広
く
顧
客
を
募

り
、
修
理
金
額
に

上
限
を
設
け
な
い

本
件
業
務
が
保
険

業
に
該
当
し
な
い

と
解
す
べ
き
事
情

は
認
め
ら
れ
な
い

と
さ
れ
て
い
る
。

　（
ｃ
）
平
成
27

（
15
）
年
４
月
７

日
付
回
答
（
注

７
）

　（
照
会
の
概
要
）

　
照
会
者
の
照
会
書
（
注

８
）
に
よ
る
と
、
照
会
者

は
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
（
プ
ロ
パ
ン

ガ
ス
）
お
よ
び
都
市
ガ
ス

（
以
下
、
ガ
ス
）
の
販
売
、

ガ
ス
の
販
売
に
付
随
す
る
調

査
業
務
、
ガ
ス
を
消
費
す
る

場
合
に
用
い
ら
れ
る
機
械
ま

た
は
器
具
の
販
売
等
の
業
務

を
営
む
者
で
あ
る
。

　
照
会
者
は
、
新
た
に
、

「
ガ
ス
消
費
機
器
の
延
長
保

証
」
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

こ
と
を
検
討
し
て
い
た
。
具

体
的
に
は
、
顧
客
か
ら
あ
ら

か
じ
め
所
定
の
金
銭
を
徴
収

す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
に
利

用
し
て
い
る
ガ
ス
消
費
機
器

の
製
造
後
10
年
間
の
修
理
保

証
を
提
供
す
る
も
の
で
あ

り
、
実
際
の
修
理
の
際
は
専

門
業
者
に
業
務
委
託
す
る
と

さ
れ
て
い
た
（
図
表
３
参

照
）
。

　（
回
答
の
概
要
）

　
前
記
照
会
に
対
す
る
回
答

は
、
前
記
「
少
短
向
け
監
督

指
針
Ⅲ
―
１
―
１
―
（
１
）

（
注
２
）
」
の
本
文
基
準
に

従
い
判
断
し
た
結
果
、
「
保

険
業
」
に
該
当
せ
ず
、
法
第

３
条
第
１
項
に
違
反
し
な
い

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
具

体
的
な
理
由
の
概
要
は
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
本
件
業
務
に
係
る

約
定
の
内
容
は
、
役
務
の
提

供
ま
た
は
代
替
品
の
提
供
を

約
す
る
も
の
で
あ
り
、
金
銭

的
な
損
失
て
ん
補
を
約
す
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
照
会
者
は
、
ガ
ス

の
販
売
を
行
う
に
際
し
て
、

法
令
上
、
ガ
ス
消
費
機
器
の

調
査
義
務
お
よ
び
当
該
機
器

に
不
具
合
が
あ
っ
た
場
合
の

ガ
ス
購
入
者
に
対
す
る
通
知

義
務
を
負
っ
て
お
り
、
本
件

業
務
は
か
か
る
調
査
義
務
等

に
密
接
に
関
連
し
た
業
務
と

し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

　
そ
し
て
、
法
令
上
、
ガ
ス

消
費
機
器
の
調
査
義
務
等
を

負
う
者
が
当
該
調
査
義
務
等

に
付
随
し
て
提
供
す
る
機
器

の
修
理
サ
ー
ビ
ス
は
、
保
険

取
引
と
は
異
な
る
も
の
と
社

会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い

る
。

　
最
後
に
、
本
件
業
務
は
、

役
務
の
提
供
ま
た
は
代
替
品

の
提
供
を
約
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、
１
事
故
当
た
り
10

万
円
相
当
を
上
限
と
し
て
お

り
高
額
な
役
務
提
供
を
予
定

し
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
す

る
と
、
責
任
準
備
金
の
積
み

立
て
や
保
険
計
理
人
の
関
与

等
の
財
務
規
制
を
及
ぼ
す
必

要
性
は
低
く
、
そ
の
他
、
保

険
業
法
の
規
制
を
及
ぼ
す
べ

き
特
段
の
事
情
も
見
当
た
ら

な
い
こ
と
も
理
由
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

　（
ｄ
）
判
断
の
ポ
イ
ン

ト
、
疑
問
点
等

　
ま
ず
、
平
成
21
（
09
）
年

７
月
６
日
付
回
答
（
６
月
４

日
付
、
本
連
載
第
１
回
参

照
）
、
お
よ
び
平
成
27

（
15
）
年
４
月
７
日
付
回
答

は
、
あ
る
商
品
の
販
売
者
・

製
造
者
で
は
な
い
が
、
（
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
業
者
、

ガ
ス
販
売
・
調
査
業
者
等
の

よ
う
に
）
当
該
商
品
に
関
し

て
何
か
し
ら
関
係
を
有
す
る

者
が
、
自
ら
が
契
約
主
体
と

な
っ
て
当
該
商
品
の
修
理
サ

ー
ビ
ス
や
延
長
保
証
を
行
う

旨
の
照
会
に
対
す
る
回
答
で

あ
り
、
そ
の
照
会
内
容
、
判

断
枠
組
み
、
お
よ
び
判
断
の

際
に
拾
い
上
げ
て
い
る
フ
ァ

ク
タ
ー
に
は
共
通
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
多
い
。
よ
っ
て
、

今
後
、
あ
る
商
品
の
販
売
者

・
製
造
者
で
は
な
い
が
、
当

該
商
品
に
関
し
て
何
か
し
ら

関
係
を
有
す
る
者
が
、
自
ら

が
契
約
主
体
と
な
っ
て
当
該

商
品
の
修
理
サ
ー
ビ
ス
や
延

長
保
証
を
行
う
こ
と
を
検
討

す
る
場
合
に
は
、
両
回
答
を

参
考
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
他
方
、
平
成
24
（
12
）
年

５
月
14
日
付
回
答
は
、
あ
る

商
品
の
販
売
者
・
製
造
者
で

は
な
く
、
ま
た
、
当
該
商
品

に
関
し
て
何
ら
関
係
を
有
し

な
い
者
が
、
自
ら
が
契
約
主

体
と
な
っ
て
当
該
商
品
の
修

理
サ
ー
ビ
ス
や
延
長
保
証
を

行
う
旨
の
照
会
に
対
す
る
回

答
で
あ
る
。

　
本
文
基
準
は
幾
つ
か
の
事

情
の
総
合
的
判
断
と
は
い

え
、
同
回
答
中
に
挙
げ
ら
れ

た
フ
ァ
ク
タ
ー
の
う
ち
、
製

造
者
・
販
売
者
以
外
の
第
三

者
が
、
契
約
に
よ
り
商
品
購

入
者
か
ら
商
品
の
自
然
故
障

リ
ス
ク
の
み
を
引
き
受
け
、

代
理
店
モ
デ
ル
に
よ
り
引
受

数
を
拡
大
す
る
こ
と
は
か
な

り
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
働
い
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
回

答
中
の
書
き
ぶ
り
か
ら
す
る

と
、
商
品
の
製
造
者
・
販
売

者
以
外
の
第
三
者
が
代
理
店

を
介
さ
ず
に
直
接
に
商
品
の

購
入
者
と
の
間
で
延
長
保
証

サ
ー
ビ
ス
契
約
を
締
結
す
る

こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
に
働
く
こ
と
は
な
い
と
推

測
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
「
履
行
金
額
や
参

加
者
の
人
的
・
社
会
的
関
係

等
に
照
ら
し
て
規
制
の
必
要

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別

な
事
情
」
と
し
て
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら

れ
る
の
か
と
い
う
点
も
興
味

深
い
。
こ
の
点
、
平
成
21

（
09
）
年
７
月
６
日
付
回
答

で
は
１
事
故
当
た
り
５
万
円

相
当
を
、
平
成
27
（
15
）
年

４
月
７
日
付
回
答
で
は
１
事

故
当
た
り
10
万
円
相
当
を
上

限
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、
修
理
サ
ー
ビ
ス
に
要
す

る
金
額
が
低
額
で
あ
る
事
情

は
規
制
の
必
要
性
を
小
さ
く

す
る
方
向
に
働
く
フ
ァ
ク
タ

ー
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
参

加
者
間
に
団
体
自
治
が
期
待

で
き
る
よ
う
な
密
接
な
関
係

が
あ
る
と
い
っ
た
事
情
も
規

制
の
必
要
性
を
小
さ
く
す
る

方
向
に
働
く
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
か
か
る
事
情
が

存
在
す
れ
ば
直
ち
に
代
理
店

販
売
ス
キ
ー
ム
が
「
保
険

業
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

な
る
か
は
不
明
確
で
あ
る
。

（
つ
づ
く
）

　（
注
４
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_12b.pdf

　（
注
５
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_12a.pdf

　（
注
６
）
な
お
、
本
照
会

書
に
は
、
「
当
該
延
長
保
証

は
、
小
売
販
売
事
業
者
が
商

品
を
販
売
す
る
際
に
、
こ
れ

に
付
随
し
て
な
さ
れ
る
も
の

で
す
。
顧
客
が
申
し
込
む
こ

と
が
で
き
る
延
長
保
証
の
対

象
範
囲
は
、
当
該
顧
客
が
購

入
し
た
商
品
に
限
定
さ
れ
て

お
り
」
と
の
文
言
が
あ
る
も

の
の
、
回
答
に
お
い
て
は
、

「
照
会
者
の
行
う
本
件
業
務

は
、
物
の
製
造
販
売
に
付
随

し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
」

と
し
て
、
本
文
基
準
に
従
い

判
断
さ
れ
て
い
る
。

　（
注
７
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_21b.pdf

　（
注
８
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_21a.pdf◇

　【
著
者
プ
ロ
フ
ィ
ル
】
２

０
０
７
年
９
月
弁
護
士
登

録
、
08
年
～
10
年
金
融
庁
監

督
局
保
険
課
出
向
（
課
長
補

佐
、
法
務
）
、
13
年
～
14
年

Ｃ
ａ
ｔ
ｌ
ｉ
ｎ
出
向

（
U
K
，L
o
n
d
o
n
：

現
Ｘ
Ｌ
　
Ｃ
ａ
ｔ
ｌ
ｉ
ｎ
）

（
L
e
g
a
l 

f
o
r 

U
n
d
e
r
w
r
i
t
i

n
g 

a
n
d 

C
l
a
i

m
s
）

修
理
サ
ー
ビ
ス
と
見
舞
金
交
付
事
業
の
保
険
業
該
当
性

～
近
年
の
ノ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
レ
タ
ー
回
答
を
踏
ま
え
て
～

弁
護
士
法
人
中
央
総
合
法
律
事
務
所

弁
護
士
　
稲
田
　
行
祐 第 2 回

（図表２）

小売販売事業者 購入者

照会者

業務委託
（修理）

商品延長保証サービス契約

商品販売

〈従来の業務〉

〈新業務（販売代理店スキーム）〉

購入者

照会者

業務委託
（修理）

商品延長保証サービス契約
の代理販売

商品販売

商品延長保証サービス契約
（保険業？）

小売販売事業者

（図表３）

照会者 顧客

専門業者

業務委託
修理サービス業務
（保険業？）

ガス販売、ガス販売調査等



（第 3 種郵便物認可） （ 6 ）2 0 1 5 年（平成 2 7 年）6 月 1 8 日（木曜日）

　
イ
．
な
お
書
き
基
準
関
連

　（
ａ
）
平
成
22
（
10
）
年

２
月
９
日
付
回
答
（
注
９
）

　（
照
会
の
概
要
）

　
照
会
者
の
照
会
書
（
注

10
）
に
よ
る
と
、
照
会
者

は
、
情
報
関
連
機
器
の
販
売

や
、
顧
客
の
情
報
関
連
機
器

に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
記
憶
装

置
に
障
害
が
発
生
し
て
内
部

に
保
存
さ
れ
て
い
た
電
子
デ

ー
タ
へ
ア
ク
セ
ス
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
、
そ
の
情
報
関

連
機
器
を
調
査
し
、
特
殊
な

技
術
と
設
備
を
用
い
て
電
子

デ
ー
タ
を
救
出
す
る
デ
ー
タ

復
旧
作
業
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

者
で
あ
る
。

　
照
会
者
は
、
あ
ら
か
じ
め

顧
客
よ
り
金
銭
を
徴
収
す
る

こ
と
に
よ
り
、
顧
客
の
情
報

関
連
機
器
内
の
記
憶
装
置
に

障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、

顧
客
は
廉
価
な
低
額
の
デ
ー

タ
復
旧
料
金
の
み
を
支
払
う

こ
と
に
よ
り
デ
ー
タ
復
旧
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

な
仕
組
み
の
実
施
を
検
討
し

て
い
た
（
図
表
４
参
照
）
。

　（
回
答
の
概
要
）

　
前
記
照
会
に
対
す
る
回
答

は
、
前
記
「
少
短
向
け
監
督

指
針
Ⅲ
―
１
―
１
―
（
１
）

（
注
２
）
」
の
な
お
書
き
基

準
に
従
い
判
断
し
た
結
果
、

「
物
の
製
造
販
売
に
付
随
し

て
」
い
る
た
め
「
保
険
業
」

に
該
当
せ
ず
、
法
第
３
条
第

１
項
に
違
反
し
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な

理
由
の
概
要
は
、
次
の
通
り

で
あ
る
。

　
ま
ず
、
本
件
デ
ー
タ
復
旧

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
約
定
は
、

照
会
者
ま
た
は
第
三
者
の
ハ

ー
ド
デ
ィ
ス
ク
等
の
販
売
と

同
時
ま
た
は
販
売
後
１
カ
月

以
内
に
限
り
締
結
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

　
ま
た
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
約
定
の
中
で
、
サ
ー
ビ

ス
の
内
容
・
条
件
等
を
明
確

に
し
て
い
る
こ
と
、
提
供
す

る
役
務
の
内
容
も
デ
ー
タ
の

復
旧
と
い
う
非
常
に
単
純
・

明
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、

約
定
締
結
時
に
サ
ー
ビ
ス
内

容
・
条
件
等
を
顧
客
に
対
し

て
口
頭
で
説
明
し
、
苦
情
・

相
談
に
対
す
る
窓
口
を
設
置

す
る
な
ど
顧
客
保
護
体
制
も

十
分
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

等
か
ら
、
保
険
業
法
の
規
制

を
及
ぼ
す
特
段
の
事
情
も
見

当
た
ら
な
い
こ
と
等
も
理
由

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　（
ｂ
）
平
成
25
（
13
）
年

６
月
19
日
付
回
答
（
注
11
）

　（
照
会
の
概
要
）

　
照
会
者
の
照
会
書
（
注

12
）
に
よ
る
と
、
照
会
者

は
、
主
に
親
会
社
が
製
造
す

る
住
宅
設
備
機
器
を
日
本
国

内
の
総
販
売
元
と
し
て
、
フ

ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
店
・
販
売
代

理
店
等
を
通
じ
て
一
般
消
費

者
に
販
売
す
る
者
で
あ
る
。

ま
た
、
照
会
者
は
、
そ
の
販

売
に
付
随
す
る
業
務
と
し

て
、
当
該
商
品
に
対
し
て
設

置
か
ら
10
年
間
、
故
障
時
の

修
理
・
交
換
等
の
サ
ー
ビ
ス

業
務
を
メ
ー
カ
ー
保
証
と
し

て
行
っ
て
い
る
。

　
照
会
者
は
、
新
た
に
顧
客

か
ら
一
定
の
金
銭
を
徴
収
す

る
こ
と
に
よ
り
、
前
記
保
証

期
間
を
15
年
間
（
も
し
く
は

20
年
間
）
に
延
長
す
る
サ
ー

ビ
ス
（
以
下
、
延
長
保
証
サ

ー
ビ
ス
）
の
提
供
を
検
討
し

て
い
た
（
図
表
５
参
照
）
。

　（
回
答
の
概
要
）

　
前
記
照
会
に
対
す
る
回
答

は
、
前
記
「
少
短
向
け
監
督

指
針
Ⅲ
―
１
―
１
―
（
１
）

（
注
２
）
」
の
な
お
書
き
基

準
に
従
い
判
断
し
た
結
果
、

「
物
の
製
造
販
売
に
付
随
し

て
」
い
る
た
め
「
保
険
業
」

に
該
当
せ
ず
、
法
第
３
条
第

１
項
に
違
反
し
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な

理
由
の
概
要
は
、
次
の
通
り

で
あ
る
。

　
ま
ず
、
時
期
的
な
要
素
と

し
て
、
本
件
サ
ー
ビ
ス
の
申

し
込
み
は
、
本
件
商
品
購
入

時
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

（
顧
客
）
に
対
す
る

本
件
サ
ー
ビ
ス
の
責

任
主
体
は
照
会
者
と

さ
れ
、
照
会
者
自
ら

が
本
件
商
品
の
故
障

時
の
修
理
・
交
換
等

を
行
う
も
の
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
商
品
の
製
造
者

や
販
売
者
の
み
が
修

理
サ
ー
ビ
ス
の
責
任

主
体
・
契
約
主
体
と

な
り
得
る
旨
、
言
及

し
て
い
る
平
成
24

（
12
）
年
５
月
14
日
付
回
答

を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　
ま
た
、
本
件
サ
ー
ビ
ス
の

運
営
は
、
第
三
者
に
業
務
委

託
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

が
、
照
会
者
は
、
運
営
委
託

先
か
ら
本
件
サ
ー
ビ
ス
の
運

営
状
況
に
つ
い
て
定
期
的
に

報
告
を
受
け
る
こ
と
と
し
、

ま
た
本
件
サ
ー
ビ
ス
の
運
営

が
不
適
切
な
場
合
に
は
指
導

・
是
正
を
行
い
、
改
善
が
見

ら
れ
な
い
場
合
に
は
契
約
解

除
等
の
措
置
を
取
る
こ
と
が

当
該
業
務
委
託
契
約
の
締
結

の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

等
の
事
情
が
理
由
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

　（
ｃ
）
平
成
26
（
14
）
年

３
月
17
日
付
回
答
（
注
13
）

　（
照
会
の
概
要
）

　
照
会
者
の
照
会
書
（
注

14
）
に
よ
る
と
、
照
会
者

は
、
賃
貸
人
お
よ
び
賃
借
人

間
で
建
物
賃
貸
借
契
約
が
締

結
さ
れ
る
際
、
賃
借
人
か
ら

委
託
を
受
け
て
当
該
賃
貸
借

契
約
に
基
づ
く
賃
借
人
の
債

務
を
連
帯
保
証
す
る
事
業
を

営
む
者
で
あ
る
。
な
お
、
照

会
者
の
関
連
会
社
に
は
、
投

資
用
ア
パ
ー
ト
の
施
工
・
販

売
お
よ
び
投
資
用
マ
ン
シ
ョ

ン
の
販
売
事
業
を
行
う
会
社

（
施
工
販
売
会
社
、
Ａ

社
）
、
不
動
産
賃
貸
管
理
会

社
（
Ｃ
社
）
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
供

給
販
売
事
業
を
行
う
会
社
が

あ
り
、
賃
貸
住
宅
経
営
の
提

案
か
ら
施
工
・
販
売
後
の
管

理
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
供
給
ま

で
、
購
入
者
で
あ
る
賃
貸
人

に
対
し
て
、
賃
貸
住
宅
経
営

に
関
す
る
一
貫
し
た
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
い
る
。

　
照
会
者
は
、
新
た
に
賃
貸

人
と
照
会
者
の
間
で
賃
貸
住

宅
の
建
築
請
負
工
事
に
関
す

る
請
負
契
約
ま
た
は
賃
貸
住

宅
の
購
入
に
関
す
る
売
買
契

約
の
締
結
と
併
せ
て
設
備
機

器
修
理
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た

（
図
表
６
参
照
）
。

　（
回
答
の
概
要
）

　
前
記
照
会
に
対
す
る
回
答

は
、
前
記
「
少
短
向
け
監
督

指
針
Ⅲ
―
１
―
１
―
（
１
）

（
注
２
）
」
の
な
お
書
き
基

準
に
従
い
判
断
し
た
結
果
、

親
会
社
と
そ
の
完
全
子
会
社

（
照
会
者
、
施
工
販
売
会

社
、
照
会
者
）
に
よ
り
実
質

的
に
一
体
と
し
て
行
わ
れ
る

限
り
に
お
い
て
、
「
物
の
製

造
販
売
に
付
随
し
て
」
い
る

た
め
「
保
険
業
」
に
該
当
せ

ず
、
法
第
３
条
第
１
項
に
違

反
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
具
体
的
な
理
由
の
概

要
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
本
件
業
務
に
関
し

て
照
会
者
と
オ
ー
ナ
ー
（
顧

客
）
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る

設
備
機
器
修
理
保
証
委
託
契

約
は
、
設
備
機
器
を
含
む
不

動
産
の
施
工
・
販
売
契
約
の

締
結
と
合
わ
せ
て
締
結
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
本
件
業
務
の
責
任

主
体
は
照
会
者
と
さ
れ
て
お

り
、
設
備
機
器
を
含
む
不
動

産
を
施
工
・
販
売
す
る
Ａ
社

と
は
異
な
る
も
の
の
、
両
社

は
い
ず
れ
も
Ｂ
社
の
完
全
子

会
社
で
あ
る
上
に
、
照
会
者

は
Ａ
社
が
施
工
・
販
売
し
た

不
動
産
に
つ
い
て
請
負
代
金

・
購
入
資
金
の
一
部
を
オ
ー

ナ
ー
に
対
し
て
融
資
す
る
金

融
事
業
や
オ
ー
ナ
ー
が
不
動

産
を
賃
貸
す
る
際
の
賃
貸
保

証
事
業
を
営
む
な
ど
、
両
社

（
お
よ
び
親
会
社
で
あ
る
Ｂ

社
）
は
実
質
的
に
一
体
で
不

動
産
関
連
業
務
を
営
ん
で
い

る
と
評
価
で
き
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。（

つ
づ
く
）

　（
注
９
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_09b.pdf

　（
注
10
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_09a.pdf

　（
注
11
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_16b.pdf

　（
注
12
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_16a.pdf

　（
注
13
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_18b.pdf

　（
注
14
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_18a.pdf◇

　【
著
者
プ
ロ
フ
ィ
ル
】
２

０
０
７
年
９
月
弁
護
士
登

録
、
08
年
～
10
年
金
融
庁
監

督
局
保
険
課
出
向
（
課
長
補

佐
、
法
務
）
、
13
年
～
14
年

Ｃ
ａ
ｔ
ｌ
ｉ
ｎ
出
向

（
U
K
，L
o
n
d
o
n
：

現
Ｘ
Ｌ
　
Ｃ
ａ
ｔ
ｌ
ｉ
ｎ
）

（
L
e
g
a
l 

f
o
r 

U
n
d
e
r
w
r
i
t
i

n
g 

a
n
d 

C
l
a
i

m
s
）

（図表４）

照会者 顧客

データ復旧作業サービス
（保険業？）

情報関連機器の販売等

（図表５）

照会者 顧客

専門業者

業務委託
修理サービス業務の

延長保証
（保険業？）

住宅設備機器販売

（図表６）

施工販売会社
（Ａ社）

顧客

照会者

業務委託
（販売）

商品延長保証
サービス契約の

販売

住宅の建設・販売

修理サービス業務
（保険業？）

親会社
（Ｂ社）

管理会社
（Ｃ社）

修理業者

業務委託 各社それぞれ
100％保有

業務委託

修
理
サ
ー
ビ
ス
と
見
舞
金
交
付
事
業
の
保
険
業
該
当
性

～
近
年
の
ノ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
レ
タ
ー
回
答
を
踏
ま
え
て
～

弁
護
士
法
人
中
央
総
合
法
律
事
務
所

弁
護
士
　
稲
田
　
行
祐 第 3 回



（第 3 種郵便物認可） （ 6 ）2 0 1 5 年（平成 2 7 年）6 月 2 5 日（木曜日）

　（
ｄ
）
判
断
の
ポ
イ
ン

ト
、
疑
問
点
等

　
各
回
答
か
ら
す
る
と
、
な

お
書
き
基
準
に
お
い
て
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
（
「
物
の
製
造

販
売
に
付
随
し
て
」
と
い
え

る
か
ど
う
か
）
は
、
商
品
の

販
売
と
修
理
サ
ー
ビ
ス
契
約

締
結
の
時
間
的
近
接
性
の

他
、
修
理
サ
ー
ビ
ス
の
責
任

・
契
約
主
体
が
商
品
の
製
造

者
・
販
売
者
で
あ
る
こ
と

（
注
15
）
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

　
な
お
、
平
成
24
（
12
）
年

５
月
14
日
付
回
答
（
６
月
11

日
付
、
本
連
載
第
２
回
参

照
）
や
平
成
25
（
13
）
年
６

月
19
日
付
回
答
（
６
月
18
日

付
、
本
連
載
第
３
回
参
照
）

に
お
い
て
は
、
修
理
サ
ー
ビ

ス
の
責
任
・
契
約
主
体
は
商

品
の
製
造
者
・
販
売
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
、
言
及

さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
26

（
14
）
年
３
月
17
日
付
回
答

（
６
月
18
日
付
、
本
連
載
第

３
回
参
照
）
に
お
い
て
、
完

全
親
子
関
係
が
存
在
し
実
質

的
に
同
一
主
体
と
評
価
で
き

る
場
合
は
、
商
品
の
製
造
者

・
販
売
者
以
外
の
第
三
者
が

修
理
サ
ー
ビ
ス
の
責
任
・
契

約
主
体
に
な
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

　
ウ
．
ま
と
め

　
以
上
か
ら
、
物
の
製
造
者

・
販
売
者
が
責
任
・
契
約
主

体
と
し
て
行
う
修
理
サ
ー
ビ

ス
は
、
な
お
書
き
基
準
に
よ

り
「
物
の
製
造
販
売
に
付
随

し
て
」
い
る
か
ど
う
か
に
よ

り
判
断
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の

第
三
者
が
責
任
・
契
約
主
体

と
し
て
行
う
修
理
サ
ー
ビ
ス

は
、
本
文
基
準
に
よ
り
、
前

述
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ァ
ク

タ
ー
か
ら
総
合
的
に
判
断
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

　（
２
）
見
舞
金
交
付
事
業

　（
ａ
）
平
成
25
（
13
）
年

６
月
19
日
付
回
答
（
注
16
）

　（
照
会
の
概
要
）

　
照
会
者
の
照
会
書
（
注

17
）
に
よ
る
と
、
照
会
者

は
、
賃
貸
人
・
賃
借
人
間
で

建
物
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ

れ
る
際
、
賃
借
人
か
ら
委
託

を
受
け
て
当
該
賃
貸
借
契
約

に
基
づ
く
賃
借
人
の
債
務
を

連
帯
保
証
す
る
事
業
（
以

下
、
賃
貸
保
証
）
を
営
ん
で

い
る
。

　
照
会
者
は
、
新
た
に
、
賃

貸
保
証
に
伴
う
付
加
的
な
業

務
と
し
て
、
保
証
期
間
中
に

賃
借
人
が
賃
貸
保
証
の
対
象

物
件
の
占
有
部
分
ま
た
は
専

用
仕
様
部
分
で
死
亡
し
、
こ

れ
に
よ
っ
て
建
物
賃
貸
借
契

約
が
終
了
し
た
場
合
、
照
会

者
が
賃
貸
人
に
対
し
て
、
死

亡
見
舞
金
（
10
万
円
）
を
支

払
う
こ
と
を
検
討
し
て
い

た
。

　
な
お
、
照
会
者
は
賃
貸
借

契
約
締
結
時
に
賃
借
人
か
ら

（
原
則
と
し
て
）
２
年
間
に

わ
た
る
賃
貸
保
証
の
対
価
と

し
て
、
当
該
物
件
の
月
額
賃

料
の
50
％
相
当
額
を
、
更
新

時
に
は
月
額
賃
料
の
30
％
相

当
額
の
賃
貸
保
証
料
を
受
領

す
る
が
、
当
該
賃
貸
保
証
料

の
う
ち
、
本
件
業
務
に
対
す

る
対
価
部
分
を
算
出
す
る
こ

と
は
困
難
と
さ
れ
て
い
た
。

　（
回
答
の
概
要
）

　
前
記
照
会
に
対
す
る
回
答

は
、
前
記
「
少
短
向
け
監
督

指
針
Ⅲ
―
１
―
１
―
（
１
）

（
注
１
）
」
に
従
い
判
断
し

た
結
果
、
「
保
険
業
」
に
該

当
し
な
い
と
は
い
え
な
い
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
当

該
賃
借
人
の
死
亡
（
孤
独

死
）
を
原
因
と
し
て
当
該
賃

貸
人
に
対
し
て
見
舞
金
の
支

払
い
を
行
う
こ
と
は
、
そ
の

対
価
が
当
該
賃
貸
人
で
は
な

く
当
該
賃
借
人
か
ら
収
受
さ

れ
る
こ
と
や
、
一
般
に
賃
貸

借
契
約
に
お
い
て
賃
貸
人
お

よ
び
賃
借
人
と
の
間
の
人
的

・
社
会
的
関
係
は
密
接
と
は

い
え
な
い
こ
と
等
を
勘
案
す

る
と
、
「
一
定
の
人
的
・
社

会
的
関
係
に
基
づ
き
、
慶
弔

見
舞
金
等
の
給
付
を
行
う
こ

と
が
社
会
慣
行
と
し
て
広
く

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
も

の
」
と
は
い
え
な
い
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　（
ｂ
）
平
成
25
（
13
）
年

11
月
15
日
付
回
答
（
注
18
）

　（
照
会
の
概
要
）

　
照
会
者
の
照
会
書
（
注

19
）
に
よ
る
と
、
照
会
者

は
、
航
空
券
、
旅
行
券
、
宿

泊
券
等
の
旅
行
商
品
の
購
入

に
関
心
を
有
す
る
者
を
照
会

者
が
運
営
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
通
じ
て
会
員
組
織
化

し
、
そ
の
よ
う
に
組
織
化
し

た
会
員
（
以
下
、
旅
行
会

員
）
を
照
会
者
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
か
ら
そ
の
子
会
社
、
ま

た
は
提
携
す
る
外
部
の
旅
行

代
理
店
（
以
下
、
旅
行
業

者
）
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
誘

導
す
る
事
業
を
計
画
し
て
い

た
。
な
お
、
旅
行
会
員
に
は

特
に
会
員
資
格
は
設
け
ず
、

誰
で
も
旅
行
会
員
に
な
る
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い

た
。

　
さ
ら
に
、
照
会
者
は
旅
行

会
員
の
う
ち
希
望
す
る
者
に

対
し
、
旅
行
会
員
が
前
記
の

仕
組
み
を
通
じ
て
旅
行
業
者

か
ら
購
入
し
た
旅
行
商
品
に

つ
い
て
キ
ャ
ン
セ
ル
料
を
負

担
し
た
場
合
に
、
一
定
の
条

件
下
で
見
舞
金
（
年
間
上
限

10
万
円
）
の
給
付
を
受
け
る

こ
と
の
で
き
る
商
品
を
有
償

で
提
供
す
る
事
業
を
計
画
し

て
い
た
。

　（
回
答
の
概
要
）

　
前
記
照
会
に
対
す
る
回
答

は
、
前
記
「
少
短
向
け
監
督

指
針
Ⅲ
―
１
―
１
―
（
１
）

（
注
１
）
」
に
従
い
判
断
し

た
結
果
、
「
保
険
業
」
に
該

当
し
な
い
と
は
い
え
な
い
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
照

会
者
と
各
見
舞
金
会
員
と
の

関
係
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の

運
営
者
と
利
用
者
と
い
う
関

係
に
あ
り
、
一
定
の
継
続
性

を
前
提
と
す
る
も
の
の
、
会

員
資
格
に
限
定
は
な
く
、
照

会
者
と
各
見
舞
金
会
員
と
の

間
や
各
見
舞
金
会
員
相
互
の

間
に
お
い
て
、
密
接
な
人
的

・
社
会
的
関
係
は
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。

　
ま
た
、
本
件
見
舞
金
は
見

舞
金
会
員
の
疾
病
、
傷
害
に

伴
う
入
通
院
に
加
え
て
、
そ

れ
に
よ
り
購
入
し
た
旅
行
商

品
の
キ
ャ
ン
セ
ル
が
行
わ
れ

な
け
れ
ば
給
付
さ
れ
ず
、
そ

の
給
付
額
も
実
際
に
生
じ
た

キ
ャ
ン
セ
ル
料
の
一
定
割
合

の
金
額
と
さ
れ
て
い
る
点
に

お
い
て
、
一
般
に
社
会
慣
行

と
し
て
行
わ
れ
る
疾
病
、
傷

害
や
そ
れ
に
伴
う
入
通
院
そ

の
も
の
を
給
付
事
由
と
す
る

定
額
の
見
舞
金
等
と
は
性
質

の
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　（
ｃ
）
判
断
の
ポ
イ
ン

ト
、
疑
問
点
等

　
前
記
二
つ
の
回
答
か
ら
す

る
と
、
ま
ず
、
見
舞
金
交
付

事
業
が
「
保
険
業
」
に
該
当

す
る
た
め
に
は
、
賃
貸
借
契

約
に
お
け
る
賃
貸
人
お
よ
び

賃
借
人
と
の
間
の
関
係
や
、

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
運
営
者
と

（
会
員
資
格
に
限
定
の
な

い
）
利
用
者
と
い
っ
た
関
係

を
超
え
る
、
よ
り
密
接
な
人

的
・
社
会
的
関
係
を
有
し
て

い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

　
ま
た
、
形
式
的
に
見
舞
金

と
い
う
名
称
を
付
す
だ
け
で

は
足
り
ず
、
当
該
事
由
が
発

生
し
た
場
合
に
は
金
銭
を
給

付
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ

る
と
い
え
る
よ
う
な
事
由
を

給
付
事
由
と
し
て
設
定
す
る

こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
ノ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン

レ
タ
ー
で
は
照
会
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
見
舞
金
の
上

限
で
あ
る
10
万
円
と
は
、
１

事
由
当
た
り
10
万
円
な
の

か
、
契
約
期
間
中
合
計
で
10

万
円
な
の
か
と
い
う
点
も
問

題
と
な
り
得
よ
う
。

５
．
終
わ
り
に

　
以
上
の
通
り
、
平
成
21

（
09
）
年
以
降
の
修
理
サ
ー

ビ
ス
事
業
お
よ
び
見
舞
金
交

付
事
業
が
「
保
険
業
」
に
該

当
す
る
か
が
照
会
さ
れ
た
ノ

ー
ア
ク
シ
ョ
ン
レ
タ
ー
回
答

を
紹
介
し
た
。
幾
つ
か
不
明

な
点
や
疑
問
点
等
は
あ
る
も

の
の
、
「
保
険
業
」
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
の
基
準
へ
の

具
体
的
事
実
の
当
て
は
め
は

次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
「
２
．
保
険

業
法
に
お
け
る
『
保
険
業
』

の
定
義
」
（
６
月
４
日
付
、

本
連
載
第
１
回
参
照
）
で
述

べ
た
通
り
、
保
険
業
免
許
を

取
得
し
て
い
な
い
者
が
「
保

険
業
」
を
行
っ
た
場
合
は
、

罰
則
と
し
て
、
３
年
以
下
の

懲
役
も
し
く
は
３
０
０
万
円

以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
そ
れ

ら
が
併
せ
て
科
せ
ら
れ
る
恐

れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

（
法
第
３
１
５
条
第
１

号
）
、
か
か
る
ノ
ー
ア
ク
シ

ョ
ン
レ
タ
ー
回
答
だ
け
を
参

考
に
判
断
す
る
の
で
は
な

く
、
行
政
機
関
や
弁
護
士
と

い
っ
た
第
三
者
の
客
観
的
意

見
も
参
考
に
し
な
が
ら
判
断

す
る
の
が
ベ
タ
ー
だ
と
思
わ

れ
る
。

（
お
わ
り
）

　（
注
15
）
な
お
、
平
成
22

（
10
）
年
２
月
９
日
付
回
答

で
は
、
デ
ー
タ
復
旧
サ
ー
ビ

ス
が
、
照
会
者
に
よ
る
ハ
ー

ド
デ
ィ
ス
ク
等
の
販
売
だ
け

で
な
く
、
第
三
者
に
よ
る
ハ

ー
ド
デ
ィ
ス
ク
等
の
販
売
に

付
随
す
る
場
合
（
＝
商
品
の

製
造
者
・
販
売
者
以
外
の
第

三
者
が
修
理
サ
ー
ビ
ス
の
責

任
・
契
約
主
体
に
な
る
場

合
）
も
想
定
さ
れ
て
い
る

が
、
平
成
24
（
12
）
年
５
月

14
日
付
回
答
に
よ
り
、
少
な

く
と
も
販
売
代
理
店
ス
キ
ー

ム
に
関
し
て
は
当
局
の
見
解

は
変
更
さ
れ
た
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　（
注
16
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_15b.pdf

　（
注
17
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_15a.pdf

　（
注
18
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_17b.pdf

　（
注
19
）http://w

w
w
.

fsa.g
o.jp
/com

m
on
/

n
oact/k

aitou
/036/0

36_17a.pdf◇

　【
著
者
プ
ロ
フ
ィ
ル
】
２

０
０
７
年
９
月
弁
護
士
登

録
、
08
年
～
10
年
金
融
庁
監

督
局
保
険
課
出
向
（
課
長
補

佐
、
法
務
）
、
13
年
～
14
年

Ｃ
ａ
ｔ
ｌ
ｉ
ｎ
出
向

（
U
K
，L
o
n
d
o
n
：

現
Ｘ
Ｌ
　
Ｃ
ａ
ｔ
ｌ
ｉ
ｎ
）

（
L
e
g
a
l 

f
o
r 

U
n
d
e
r
w
r
i
t
i

n
g 

a
n
d 

C
l
a
i

m
s
）

修
理
サ
ー
ビ
ス
と
見
舞
金
交
付
事
業
の
保
険
業
該
当
性

～
近
年
の
ノ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
レ
タ
ー
回
答
を
踏
ま
え
て
～

弁
護
士
法
人
中
央
総
合
法
律
事
務
所

弁
護
士　

稲
田
　
行
祐 第 4 回

（最終回）
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